
○ 食品安全基本法 抜粋

第３章 食品安全委員会

（組織）

第２８条 委員会は、委員７人をもって組織する。

２ 委員のうち３人は、非常勤とする。

（委員の任命）

第２９条 委員は、食品の安全性の確保に関して優れた識見を有する者のう

ちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

２ 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は

衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総

理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうち

から、委員を任命することができる。

３ 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得な

ければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないと

きは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

（委員の任期）

第３０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引

き続きその職務を行うものとする。

（委員長）

第３４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちか

らこれを定める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、そ

の職務を代理する。

（会議）

第３５条 委員会は、委員長が招集する。

２ 委員会は、委員長及び３人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、

議決をすることができない。

３ 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委

員長の決するところによる。

４ 委員長に事故がある場合の第２項の規定の適用については、前条第３項

に規定する委員は、委員長とみなす。


